
２０２２年９月１１日 

株主の皆様へ 

    愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 

     ジャパン・トゥエンティワン株式会社 

          代表取締役  岸本 賢和 

 

第２４回 定時株主総会招集のご通知 

 

拝啓、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、当社第２４回定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席くださいますようご通知

申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ同封の委任状用紙に

議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご送付くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

1. 日  時    ２０２２年９月２６日（月曜日） 午後５時 

2. 場  所    150-0001東京都渋谷区神宮前６丁目１９－１３ J-６ビル４階  

東京本社 当社会議室 

  所在地につきましては、下記ウェブサイト内の地図をご参照ください。 

  https://www.japan21.co.jp 

3. 会議の目的事項 

報告事項    

第 24期（2021年７月１日～2022年６月 30日）計算書類及び事業報告の内容報告の件 

決議事項    

第１号議案 定款一部変更の件 

第 2号議案 監査等委員でない取締役２名選任の件 

第 3号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 

第 4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

第 5号議案 自己株式取得の件 

議案の概要は、【別紙１】「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。 

以上 

 

 今回の定時株主総会にリモート会議アプリ（Zoom）を用いて参加ご希望の株主様は、委任状にメール

アドレスを記載してご返送ください。ご指定のメールアドレス宛に参加に必要な情報をお送りします。 

 

○  当日ご出席の際は、同封の委任状用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。  

https://www.japan21.co.jp/


【別紙１】 

 

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 

 

1. 議決権の代理行使の勧誘者           ジャパン・トゥエンティワン株式会社 

代表取締役  岸本 賢和 

 

2.   議案及び参考事項 

第１号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

 取締役がその経営手腕を十分に発揮できるようにするため、以下のとおり定款の一部変更を行う

ものであります。 

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

                 （下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

（非業務執行取締役等についての責任限定契約） 

第２７条 （新設） 

 

 

 

 

 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を取締役（会社法第２条第１５号イに定

める業務執行取締役等であるものを除く。）と締

結することができる。ただし、当該契約で定める

賠償責任の限度額は、金１００万円以上であらか

じめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか

高い額とする。 

（取締役の責任免除） 

第２７条 当会社は、会社法第４２６条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締

役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令

の限度において、取締役会の決議によって免除す

ることができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に

より、取締役（業務執行取締役であるものを除く。）

との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任

を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る最低責任限度額とする。 

 

第 2号議案 監査等委員でない取締役２名選任の件 

 本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役岸本賢和氏、松下律氏の２名は任期満了

となります。つきましては、監査等委員でない取締役として、引き続き岸本賢和氏、松下律氏の２名の取

締役選任（重任）をお願いするものであります。各候補者の略歴は次のとおりであります。 

 なお、各候補者に関して当社監査等委員会から、当事業年度における業務執行及び職務執行の状況を



評価したうえで当社の監査等委員でない取締役として適任である旨の意見を得ております。 

氏名 生年月日 略歴、地位及び担当 
(重要な兼職の状況) 

所有する当社
の株式の数 

岸本 賢和 1979年10月1日 

2005年 4月 グラクソ・スミスクライン㈱入社 

16,600株 
2018年 4月 当社入社 

2018年 9月 当社取締役就任（現任） 

2020年 2月 当社代表取締役就任（現任） 

松下 律 1950年5月1日 

1976年 4月 八千代證券㈱（現三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券㈱）入社 

90,000株 

1983年 3月 国際投信委託（現三菱ＵＦＪ国際投
信㈱）入社 

1990年 10月 ケミカル信託銀行㈱（現㈱ＳＭＢＣ
信託銀行）入社 

1992年 6月 
インベスコＭＩＭ投信㈱（現インベ
スコ・アセット・マネジメント㈱）
入社 

2000年 1月 当社取締役就任（現任） 

2002年 6月 ミュージックセキュリティーズ㈱
社外監査役就任（現任） 

2015年 12月 ㈱エーアイスクエア社外監査役就
任 

2016年 3月 株式会社常磐ホテル 社外取締役
（現任） 

2020年 2月 当社代表取締役就任（現任） 

（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

第 3号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 

 本定時株主総会終了の時をもって、監査等委員である取締役内藤平氏は辞任の意向を示しておられま

す。つきましては、監査等委員である内藤平取締役の残り 1 年の任期を務めていただく監査等委員であ

る取締役 1名の選任をお願いするものであります。候補者の略歴は次のとおりであります。なお、本議案

の提出にあたりましては、監査等委員会の同意を得ております。 

氏名 生年月日 略歴、地位及び担当 
(重要な兼職の状況) 

所有する当社
の株式の数 

喜納 信也 1983年７月18日 

2007年 4月 株式会社ワークスアプリケーショ
ンズ入社 

０ 

2013年 11月 

株式会社ヘルスケアスタイルラ ボ 

ラ ト リ ー（現 株式会社ミナカ

ラ）創業、代表取締役社長 CEO就任 

2021年 10月 

株式会社 NTTドコモと株式会社メドレ

ーに同社を売却、株式会社ミナカラ取

締役就任（現任） 

（注）候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、喜納信也氏は社外取締役であります。 

 

第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）に対し、会社法第



２３６条、第２３８条及び第２３９条の規定に基づき、以下の募集事項に基づきストックオプショ

ンとして新株予約権を発行することを取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするもので

あります。また､金銭報酬とは別枠として、会社法３６１条第１項の規定に基づき､報酬等として下

記ストックオプションとしての新株予約権（下記以外で新株予約権発行時に割当契約に定める新株

予約権の行使の条件については、取締役会決議により決定いたします。）12 万個（上限）を取締役に

付与すること、報酬等の額は上記ストックオプションとしての新株予約権の公正な評価額を上限と

することについて合わせてご承認をお願いするものであります。なお､具体的な付与対象者及び割当

個数については、取締役会にて決定いたします。 

 なお、当社は、2021 年９月 24 日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容に係る

決定方針に関する事項を定めており、その概要は事業報告６頁に記載のとおりですが、本議案が原

案通り承認可決された場合における方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該

方針を変更することは予定しておりません。 

 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を引受ける者の募集を必要とすることの理由 

 当社取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを

与えることにより、当社の社会的信頼の向上を図ることを目的とするものであります。 

 

２．新株予約権の内容 

  【別紙２】「ジャパン・トゥエンティワン株式会社新株予約権の内容」に記載のとおり 

 

３．新株予約権の数 

  12 万個を上限とする。 

 

４．新株予約権の払込金額 

  新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。 

 

第 5号議案 自己株式取得の件 

 株主の皆様に保有株式売却による現金化の機会をご提供するため、本定時株主総会の議案として自己

株式取得の件を上程いたします。 

 今回の自己株式取得に関して予め定める事項は以下のとおりです。なお、自己株式取得の具体的条件

につきましては取締役会決議により決定いたします。 

１．取得する普通株式の数：２０万株（発行済株式総数の２３．１％）を上限とする。 

２．取得総額：５，４００万円を上限とする。 

３．株式を取得することができる期間：本定時株主総会終結の時から１年間を限度とする。 

以上 

 



 

 

【別紙２】 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社新株予約権の内容 

 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数 

   は、新株予約権１個あたり１株とする。 

   なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整 

   するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない 

   新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい 

   ては、これを切り捨てるものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

   また、上記のほか、（２）に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権に 

   つき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた 

   額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるも 

   のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予 

   約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、 

   これを切り捨てるものとする。 

 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより 

   交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該 

   新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 

    行使価額は、金 270 円とする。 

   なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるもの 

   とし、調整による 1 円未満の端数は切り上げる。 

                         １ 

    調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ────────── 

                      分割・併合の比率   

   また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処 

   分する場合（新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。） 

   は、次の算式により行使価額を調整し、調整による 1 円未満の端数は切り上げる。 

 



 

 

                           新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

                  既発行株式数＋─────────────────── 

                                   新規発行前の株価         

    調 整 後 ＝ 調 整 前 × ────────────────────────── 

      行使価額   行使価額        既発行株式数＋新規発行株式数 

 

   上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株 

   式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」 

   と読み替えるものとする。 

   さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う 

   場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的 

   な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 

  

（３）新株予約権の行使期間 

   割当日後２年を経過した日から２０３２年９月２６日まで 

 

（４）資本金及び資本準備金に関する事項 

   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算 

      規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算 

     の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

     ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 

       ①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

  

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす 

   る。 

 

（６）新株予約権の取得条項 

   ① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が（７）に定める規定により、権利を行使する条 

      件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。 

     ② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とす 

     る吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、 



     当社は無償で本新株予約権を取得することができる。 

   ③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途 

     定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。 

 

（７）新株予約権の行使の条件 

   ① 新株予約権発行時において当社取締役であった者は、新株予約権の行使時において、当 

     社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要す。 

ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。 

    ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

 

（８）組織再編に伴う新株予約権の承継 

   当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又 

   は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再 

   編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。） 

   の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第２３６条第１項第８号のイからホ 

   までに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に沿っ 

   てそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は 

   新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿 

   って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契 

   約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

     残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す 

     る。 

   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

     再編対象会社の普通株式とする。 

   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

     組織再編行為の条件等を勘案の上、（１）に準じて決定する。 

   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件 

     等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の 

     目的である株式の数を乗じて得られるものとする。 

   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

     （３）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力 

     発生日のいずれか遅い日から、（３）に定める新株予約権を行使することができる期間 



     の満了日までとする。 

   ⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

   ⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得 

     （６）に準じて決定する。 

   ⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に 

     関する事項 

     （４）に準じて決定する。 

 

（９）新株予約権の行使により発生する端数の処理 

      新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合 

   には、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業報告 

（2021年７月１日から 2022年６月 30日まで） 

 

１．株式会社の現況に関する事項 

(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

当事業年度におけるわが国経済は，雇用情勢や所得環境に改善が見られ，景気は緩やかな回復基

調で推移しておりました。しかしながら，Covid-19 の感染症拡大の影響を受け経済活動の停滞を

余儀なくされ，不透明な状況にあります。 

こうしたなか，当社は，主力製品である「モービルアイ」の販売拡大，特に直販による販売拡大

を図るとともに，その他のビジネスにおいては，「モービルアイ」に次ぐ収益基盤の確立に努め，

ユーティリス（アステラ）部門は，次期以降には売り上げが大きく成長すると見込まれるところま

で成長しております。 

一方で，前述のように Covid-19感染拡大の影響を受けて，当事業年度において売り上げの一部

が期ずれとなり次期に計上がずれ込むという事態も生じました。 

そうした結果，当事業年度におきましては，売上高は 534,198千円（前期比 26.9％減），経常損

失は 65,662千円（前期は経常利益 36,901千円）となり，当期純損失につきましては 66,173千円

（前期は当期純利益 28,072千円）を計上することとなりました。 

＜製品・サービス別売上高＞ 

当社はビジネス開発事業のみの単一セグメントであるため，製品・サービス別に記載しますと，

以下のとおりとなります。 

区  分 売上高 

＜製品売上＞  

 モービルアイ製品 375,184 千円 

 車載用空気清浄機器 40,445 千円 

 コンピュロックス製品 40,619 千円 

 コードモンキー製品 13,148 千円 

 その他 11,860 千円 

＜サービス売上＞  

 ユーティリス 23,740 千円 

 ネクストジェン 16,347 千円 

 その他 12,852 千円 

合  計 534,198 千円 

 

② 設備投資の状況 

当事業年度において重要な設備投資はなく，特に記載すべき事項はありません。 

 



③ 資金調達の状況 

金融機関とは良好な関係を保ち，主に経常的な資金調達を実行しており，特に記載すべき事項は

ありません。主要な借入先の状況は(8)に記載のとおりです。 

 

④ 事業の譲渡，吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はありません。 

 

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 

 

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はありません。 

 

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

該当事項はありません。 

 

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 

区  分 
第 20 期 

2019 年 6 月期 

第 21 期 

2020 年 6 月期 

第 22 期 

2021 年 6 月期 

第 23 期 

（当事業年度） 

2022 年 6 月期 

売上高（千円） 666,694 712,528 731,228 534,198 

経常利益又は損失(△)（千円） △13,304 29,369 36,901 △ 65,662 

当期純利益又は損失(△)（千円） 3,226 30,832 28,072 △ 66,173 

1株当たり当期純利益又は損失(△)（円） 3.93 39.23 37.06 △ 93.49 

総資産（千円） 755,162 889,291 911,049 1,021,232 

純資産（千円） 265,187 296,028 299,022 260,899 

1 株当たり純資産額（円） 337.47 376.72 426.57 367.98 

 
(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社との関係 

該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 

該当事項はありません。 

 

  



(4) 対処すべき課題 

① 新規事業の拡大 

現時点における当社の事業構造はモービルアイ製品中心となっており，新規事業分野の育成と

拡大が対処すべき課題のもっとも重要なものの一つとなっています。シード（種）段階の新規分野

については数多くの可能性を有しておりますので，それらの事業を今後速やかに拡大することが

目標であります。 

 

② 社内体制の運用 

社内体制につきましては，創業者であり前ＣＥＯであった故加藤充氏から経営を引き継いだ現

経営陣によって創業者の意思を継いで体制整備が進められた結果，成果を得つつあるものと考え

ております。 

また，監査等委員会設置会社としてモニタリングモデルを活用し，経営の「健全性と透明性」，

業務執行の「効率性と機動性」をいっそう向上させることが課題であり目標であり，引き続き，財

務報告に係る内部統制を含め，適切な社内体制の維持，運用を進めていきます。 

 

③ 人材の確保 

当社の事業の性格上，優秀な人材の確保がきわめて重要な経営課題のひとつです。とりわけ，業

務執行の中核を担うプロジェクト・マネジャー（ＰＭ）となる人材は当社事業拡大の生命線です。

かかる人材を確保することは対処すべき大きな課題のひとつです。また，かかる人材に対して，国

際的資格等の取得を促すことも課題であり目標であります。 

 

④ 資本の調達 

現時点においては銀行借入等によって資金の確保が可能となっていますが，より一層の事業拡

大のためには資本の調達が不可欠であると認識しております。今後株式発行による資本調達も視

野に入れて多くの投資家からの出資を仰げるよう努力して行くことが課題のひとつです。 

 

(5) 主要な事業内容 

当社は，「世界のイノベーションをわが国に導入して事業化し市場を創造する」ことをスローガン

に事業活動を行っております。現時点においては主にイスラエルのハイテク技術・製品の日本におけ

る事業化・市場化を中核の事業として以下の事業を展開しております。 

①国内外企業のわが国におけるビジネス開発に関する支援業務 

②国内外企業の持つＩＴ技術に関する調査並びに調査の受託及びそれらに関するコンサルティング 

③電子機器・電気通信機器並びにそれらの周辺機器及び附属品の開発，製造，購入，販売及び輸出入 

④電子機器・電気通信機器並びにそれらの周辺機器及び附属品の施工，据付，調整，保守 

⑤電子機器・電気通信機器並びにそれらの周辺機器及び附属品の導入に関する指導，コンサルティン

グ 

⑥ソフトウェア，アプリケーションの開発，購入，販売及び輸出入 

 

  



(6) 主要な営業所 

本社      豊橋本社（愛知県豊橋市） 

その他の拠点  東京本社（東京都渋谷区） 

豊橋アネックス（愛知県豊橋市） 

 

(7) 使用人の状況 

当期末従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

26名 3名減 46.5歳 4.6年 

 

(8) 主要な借入先の状況 

借   入   先 借 入 残 高 

株式会社日本政策金融公庫 100,000 千円 

株式会社大垣共立銀行 83,609 千円 

株式会社名古屋銀行 70,000 千円 

蒲郡信用金庫 68,002 千円 

豊橋信用金庫 63,110 千円 

浜松いわた信用金庫 44,996 千円 

株式会社きらぼし銀行 39,258 千円 

株式会社商工組合中央金庫 36,625 千円 

株式会社十六銀行 10,016 千円 

株式会社三井住友銀行 6,500 千円 

 

(9) その他企業の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

  



２．株式に関する事項 

(1) 発行可能株式総数  2,880,000株 

(2) 発行済株式の総数   709,000株（自己株式 157,000株を除く） 

(3) 株主数           58名 

(4) 大株主（上位 10名） 

株  主  名 持株数（株） 持株比率（％） 

岸本 美南子 282,100 39.8 

加藤 麻里子 231,000 32.6 

松下 律 90,000 12.7 

平山 美貴子 20,000 2.8 

岸本 賢和 16,600 2.3 

平石 浩   8,000  1.1 

富永 創樹  6,000  0.8 

岸本 篤拓  6,000 0.8 

株式会社東広  4,000 0.6 

内藤 平  4,000 0.6 

鈴木 浩明  4,000 0.6 

（注）持株比率は，自己株式を控除して計算し，パーセンテージ表示の小数点以下第 2 位を四捨五入しており

ます。 

 

３．新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 

 

４．会社役員の状況 

(1) 取締役の状況 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役 岸本 賢和 最高経営責任者（ＣＥＯ） 

代表取締役 松下 律 
ミュージックセキュリティーズ株式会社 社外監査役 

株式会社常磐ホテル 社外取締役 

取 締 役 

（監査等委員） 
内藤 平 みずき総合法律事務所 弁護士 

取 締 役 

（監査等委員） 
荻野 明仁 株式会社エーアイスクエア 取締役 

取 締 役 

（監査等委員） 
駒形 友章 株式会社首都圏ホールディングス 代表取締役 

（注）1．取締役内藤平氏は社外取締役であります。 

2．取締役荻野明仁氏及び取締役駒形友章氏は社外取締役であり，財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。 

3. 当社は監査等委員会が内部監査担当者を直接指揮命令して監査を行う体制を構築することによって監査等委員

会の監査の実効性を確保しており，常勤の監査等委員を選定しておりません。 

 

  



(2) 責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役の全員は，会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき，責任限定契約を締結して

おります。社外取締役は，会社法第 423 条第 1 項の責任について，その職務を行うにつき善意で

ありかつ重大な過失がなかったときは，金 100 万円又は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任

限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。 

 

(3) 取締役の報酬等に関する事項 

① 報酬等の金額 

区     分 人員 
報酬等の種類別の額 

合 計 
基本報酬 株式取得目的報酬 業績連動報酬等 

監査等委員でない取締役 

（うち社外取締役） 

2 名 

(－名) 

20,250 千円 

（  －  千円） 

2,250 千円 

（  －  千円） 

  － 千円 

（  －  千円） 

22,500 千円 

（  －  千円） 

監査等委員である取締役 

（うち社外取締役） 

3 名 

(3 名) 

3,600 千円 

（3,600 千円） 

  － 千円 

（  －  千円） 

  － 千円 

（  －  千円） 

3,600 千円 

（3,600 千円） 

合     計 5 名 23,850 千円 2,250 千円   － 千円 26,100 千円 

    

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

2021年 9月 24日開催の定時株主総会において，監査等委員でない取締役の報酬額については年

間総額 50,000 千円（うち現金報酬 30,000 千円，株式取得目的報酬 20,000 千円），監査等委員で

ある取締役の報酬額については年間総額 20,000 千円（うち現金報酬 12,000 千円，株式取得目的

報酬 8,000千円）を上限とする旨を定めております。 

 

③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

各取締役の報酬は全て固定報酬であり，現金報酬と，報酬の一部を当社株式の購入資金のために

のみ使用することができる報酬（「株式取得目的報酬」）から構成されております。これらの報酬額

は，職責，在任年数，支給実績，業績等を総合考慮して，監査等委員会の意見を得た上で，取締役

会の決議により決定しております。取締役会は，監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容

は，上記考慮要素に照らして，妥当であると判断しております。 

 

(4) 社外役員に関する事項 

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

取締役内藤平氏は，みずき総合法律事務所に所属する弁護士であります。当社とみずき総合法律

事務所との間に特別な利害関係はありません。 

取締役荻野明仁氏は，株式会社エーアイスクエア取締役であります。当社と株式会社エーアイス

クエアとの間に特別な利害関係はありません。 

取締役駒形友章氏は，株式会社首都圏ホールディングス代表取締役であります。当社と株式会

社首都圏ホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。 

 

  



② 当事業年度における主な活動状況 

 出席状況，発言状況及び 
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 

取締役 内藤 平 

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会 15 回の全てに出席

し，必要に応じ，主に弁護士としての専門的見地から，当社の経営方針，

営業活動，社内体制の構築・維持等について発言を行っております。 

取締役 荻野 明仁 

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会 15回中 14回に出席

し，必要に応じ，主に経営者としての専門的見地から，当社の経営方針，

営業活動，社内体制の構築・維持等について発言を行っております。 

取締役 駒形 友章 

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会 15 回の全てに出席

し，必要に応じ，主に経営者としての専門的見地から，当社の経営方針，

営業活動，社内体制の構築・維持等について発言を行っております。 

 

５．会計監査人の状況 

(1) 会計監査人の名称 

監査法人コスモス 

 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 

  監査法人コスモス     5,200千円 
 

  (3) 監査等委員会は，監査手続について監査法人コスモスから説明を受け，他社事例などを参考にし

て上記の監査報酬等の額について妥当と判断して同意しております。 

 

  (4) 監査等委員会は，会計監査人の解任または不再任の決定の方針について，監査の品質管理体制，会

計監査人としての独立性を重視して決定するものとしております。 

 

６．業務の適正を確保するための体制 

当社は，「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制」について以下のように取締役会決議を行っており，その運用は適

切に行われております。 

 

(1) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。また，当社の企業規模を勘案して，監査等委

員会の職務を補助すべき使用人も置かない。 

 

(2) 取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関

する体制 

取締役は取締役会において又は必要に応じて監査等委員会に必要な報告及び情報伝達をするほか，

監査等委員会の求めに応じて報告を行う。使用人等は監査等委員会に報告を行うことができるほか，

監査等委員会の求めに応じて報告を行う。また，使用人等は，監査等委員会委員を窓口とする内部通

報制度を通じて通報を行うことができる。 



(3) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保す

るための体制 

内部通報制度により通報した者に対して，通報を理由としたいかなる不利益な取扱いも行っては

ならない旨社内規定として定め，その旨を周知し適切に運用する。 

 

(4) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員から費用の請求があった場合には会社法第 399条の２第４項に基づき適切に処理する。 

 

(5) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員会は，社内各部門，内部監査部門及び会計監査人等との意思疎通，内部通報に基づく情

報の収集や調査に対して実効的な監査の実施を確保するために留意する。 

 

(6) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

法令を遵守し社会規範や企業倫理を重視した公正・誠実な事業活動を行うことを基本理念とし，取

締役は自ら率先してその実現に努める。また，取締役会は，取締役から付議・報告される事項につい

ての討議を尽くし，経営の健全性と効率性の両面から監督する。監査等委員会は，とりわけ内部統制

システムの有効性に留意し，内部監査部門及び会計監査人とも連携して監査に努める。 

 

(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

文書管理の基本的事項を社内規定として定め，取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し，担当

者が保存・管理する。これらの情報は，取締役（監査等委員を含む）が取締役の職務執行を監督・監

査するために必要と認めるときは，いつでも閲覧できる。監査等委員会は，情報の保存及び管理が適

切になされていることを定期的に監査する。多用される電子メール等の電磁的な情報についても，活

用の実態把握と統制システムの有効性について監査する。 

 

(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役会は，報告を受けた月次の財務状況に基づいて，それらに内在する損失の危険について十分

に討議を行う。また，内部監査部門は，損失の危険管理の観点から行われる内部監査について必要に

応じて取締役会に報告する。重大リスクが顕在化した場合に備えて，緊急時における全社的通報体制

を整える。 

 

(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

毎期，取締役会において中期事業計画及び当期の月次予算を策定して，全社的な経営方針・経営目

標を設定し，社長を中心とする業務執行体制で目標の達成に当たる。経営目標を効率的に達成するた

め，オフィサー制度を導入し，組織編成，業務分掌及び指揮命令系統等を社規に定める。 

 

  



(10) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

オフィサー制度のもとに組織体制を整備し，社員行動規範の採用や各種研修の実施等を通じて社

員の意識徹底に努める。内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備

するほか，コンプライアンスへの取組状況について内部監査を実施し，取締役会及び監査等委員会に

報告する。 

 

(11) 財務報告が適正になされることを確保するための体制 

最高経営責任者（ＣＥＯ）の指揮のもとに，財務情報の適正性を確保し，信頼性のある財務報告を

作成・開示するために必要な組織，規則等を整備する。監査等委員会は，財務報告が適正になされる

ことを確保するための体制について，内部監査部門及び会計監査人と連携してその有効性を毎期監

査する。 

 

(12) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

2015 年 9 月開催の定時株主総会の決議に従い，当社は監査等委員会設置会社となり，上記の内部

統制システムを決議し，それに基づいて内部統制が実施されております。監査等委員は，取締役会に

出席し，内部統制の整備・運用状況を確認するとともに，取締役の職務執行に関して意見を述べてお

ります。監査等委員会からは，当期の内部統制システムの運用状況について相当性及び妥当性につい

て特段の指摘事項はありませんでした。 

なお，当社は監査等委員会が内部監査担当者を直接指揮命令して監査を行う体制を構築すること

によって監査等委員会の監査の実効性を確保しており，常勤の監査等委員を選定しておりません。 

 

７．会社の支配に関する基本方針 

当社は，「会社の財産及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」について，特

に定めておりません。 

 

８．剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は，当期に至るまで内部留保を優先して配当を実施しておりませんが，株主の皆様に対する配当

等による利益還元については経営における重要な目標のひとつと位置付けております。 

近い将来において内部留保が進み，自己資本比率を 50％程度以上の安定的高位に保てるとの見通し

が立つようになりましたら，25％～33％程度の配当性向を目処に配当を実施する方針です。また，配当

のみならず自社株買いも含めた総分配性向については 50％程度を目処とする方針であります。これら

の数値を目処に状況に応じて機動的に自社株買いを実施する体制も整えてまいります。 

なお，当社の定款では配当実施の決定権は株主総会にあるものとしております。 

  



 

 

貸借対照表 

（2022年 6月 30日現在） 

   （単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

(資産の部 )  (負債の部 )  

流動資産  910,129 流動負債  186,505 

現金及び預金 314,717 買掛金 22,480 

売掛金 38,081 １年以内償還予定の社債 53,000 

リース投資資産 23,153 １年以内返済予定の長期借入金 92,687 

商品 489,445 未払金 11,035 

仕掛品 1,887 未払費用 6,146 

前渡金 19,878 預り金 673 

前払費用 2,303 その他 482 

未収還付法人税等 7,682 固定負債  573,827 

未収還付消費税等 12,543 社債 140,500 

その他 435 長期借入金 429,429 

固定資産  106,058 繰延税金負債 3,898 

有形固定資産 41,434 負 債 合 計 760,333 

建物 601 (純資産の部 )  

車両運搬具 0 株主資本  233,487 

工具，器具及び備品 193 資本金  47,955 

土地 40,638 資本剰余金  46,291 

無形固定資産 183 資本準備金  46,291 

電話加入権 183 利益剰余金  186,340 

投資その他の資産 64,441 その他利益剰余金  186,340 

投資有価証券 45,376 繰越利益剰余金  186,340 

出資金 80 自己株式  △ 47,100 

長期前払費用 3,925 評価・換算差額等  27,412 

保証金 12,980 その他有価証券評価差額金 27,412 

その他 2,079   

繰延資産 5,045   

社債発行費 5,045 純 資 産 合 計  260,899 

資 産 合 計  1,021,232 負債及び純資産合計 1,021,232 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  



損益計算書 

（自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月 30日） 

（単位：千円）  

科 目 金 額 

売上高  534,198 

売上原価  315,024 

売上総利益  219,174 

販売費及び一般管理費  278,073 

営業損失(△)  △ 58,899 

営業外収益   

受取利息及び配当金 7  

その他 759 766 

営業外費用   

支払利息 2,567  

支払保証料 886  

社債発行費償却 486  

為替差損 3,589 7,529 

経常損失(△)  △ 65,662 

   

税引前当期純損失(△)  △ 65,662 

法人税，住民税及び事業税 519  

法人税等調整額 △ 8 510 

当期純損失(△)  △ 66,173 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

  



株主資本等変動計算書 

（自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月 30日） 

（単位：千円） 
 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 資本 
準備金 

その他 
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

当期首残高 47,955 46,291 - 46,291 253,264 △ 49,500 298,010 

当期変動額        

当期純損失(△)     △ 66,173  △ 66,173 

自己株式の取得      △ 600 △ 600 

株式報酬の付与によ
る自己株式の処分 

  △ 3,000 △ 3,000  3,000 - 

株式報酬計上による

取崩 
  2,250 2,250   2,250 

その他資本剰余金か
らその他利益剰余金

への振替 

  750 750 △ 750  - 

 株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
       

当期変動額合計   - - △ 66,923 2,400 △ 64,523 

当期末残高 47,955 46,291 - 46,291 186,340 △ 47,100 233,487 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計 

当期首残高 1,011 1,011 299,022 

当期変動額    

当期純損失(△)   △ 66,173 

自己株式の取得   △ 600 

株式報酬の付与によ
る自己株式の処分 

  - 

株式報酬計上による

取崩 
  2,250 

その他資本剰余金か
らその他利益剰余金

への振替 

  
- 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
26,400 26,400 26,400 

当期変動額合計 26,400 26,400 △ 38,123 

当期末残高 27,412 27,412 260,899 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



個別注記表 

継続企業の前提に関する事項 

該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し，売却原価は移動平均

法により算定） 

市場価格のない株式等 

……移動平均法による原価法 

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

……定率法（ただし，2016 年４月１日以降に取得をした建物については定額法）を採用しております。 

 

なお，主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        ５～15年 

車両運搬具       ２年 

工具，器具及び備品 ４～６年 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社は，モービルアイ製品，車載用空気清浄機器（ともに車載用機器），コンピュロックス製品の販売を主な事

業としております。これらの製品のうち，車載用機器については，受注の内容に応じて，製品の対象車両への取付

完了時点，または，製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し，履行義務が充足されると判断

していることから，製品の引渡時点で収益を認識しております。コンピュロックス製品についても，製品の引渡時

点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し，履行義務が充足されると判断していることから，製品の引渡時

点で収益を認識しております。 

 

５．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 

６．その他計算書類作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

繰延資産の処理方法 

社債発行費……社債の償還までの期間にわたり，定額法により償却しております。 

 

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は，期末日の直物為替相場により円貨に換算し，換算差額は損益として処理しておりま

す。 



会計方針の変更 

収益認識に関する会計基準等の適用 

当社は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020 年３月 31 日）等を当事業年度の期首から適用

しております。なお，これにより計算書類に与える影響はありません。 

 

時価の算定に関する会計基準等の適用 

当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2020 年３月 31 日。以下，「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し，時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従い，時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を，将来にわたって適用することとしております。なお，これにより計算書類に与える影響はありませ

ん。 

 

収益認識に関する注記 

１．収益の分解 

当社は，モービルアイ製品，車載用空気清浄機器（ともに車載用機器），コンピュロックス製品の販売を主な事

業としております。各製品の売上高は，375,184 千円，40,445 千円及び 40,619 千円であります。 

 

２．収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

会計上の見積りに関する注記 

１．商品の評価 

(1) 当事業年度に計上した金額 

  商品                     489,445 千円 

  売上原価として計上した商品評価損の金額      3,261 千円 

 

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

商品は取得原価で評価し，貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法を採用して

おります。当社では，販売実績等に基づく将来の販売予測を考慮した一定の基準により，収益性の低下の事

実を適切に反映するように評価損の金額を見積もっております。 

翌事業年度において，実際の販売状況が著しく悪化した場合は，追加の評価減が必要となる可能性があり

ます。 

 

２．繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当事業年度に計上した金額 

  繰延税金負債     3,898 千円 

 

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

一時差異等に係る税金の額は，将来の会計期間において回収または支払が見込まれない税金の額を除き，

繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しており，繰延税金資産と繰延税金負債は，双方を相殺して表示

しております。 

なお，そのうち繰延税金資産の認識は，将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見

積っております。当該見積りは，将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり，

実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合は，翌事業年度の計算書類において，繰延

税金資産又は繰延税金負債の金額に重要な影響を与える可能性があります。  



貸借対照表に関する注記 

有形固定資産の減価償却累計額  16,219 千円 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 当期首株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株) 

普通株式 866,000 -  -  866,000 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当期首株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株) 

普通株式 165,000 2,000  10,000  157,000 

（注）1. 自己株式の数の増加は，取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加分であります。 

2. 自己株式の数の減少は，自己株式の処分による株式報酬の付与による減少分であります。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

  



税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

未払費用 2,557 千円 

商品評価損 5,822 千円 

一括償却資産 492 千円 

投資有価証券評価損 4,107 千円 

繰越欠損金 24,491 千円 

繰延税金資産小計 37,471 千円 

評価性引当額 △ 26,587 千円 

繰延税金資産合計 10,883 千円 

  

繰延税金負債  

未収還付事業税 704 千円 

その他有価証券評価差額金 14,077 千円 

繰延税金負債合計 14,782 千円 

繰延税金負債純額  3,898 千円 

 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

（単位：千円） 

 1年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 合計 

税務上の繰越欠損金 - - - - - 24,491 24,491 

評価性引当額 - - - - - △22,386 △22,386 

繰延税金資産 - - - - - 2,104 2,104 

（注）1. 税務上の繰越欠損金は，法定実効税率を乗じた額であります。 

（注）2. 税務上の繰越欠損金は，収益力に基づく課税所得の発生が翌期に見込まれることから，その一部を回収可能

と判断しております。 

 

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの，当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率  33.9 ％ 

（調整）  

評価性引当額の増減 △ 34.2 ％ 

その他 △ 0.5 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 0.8 ％ 

 

 

  



金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

当社は，資産運用については安全性の高い預金等の金融資産により行い，資金調達については主に銀行借入や

社債発行により調達する方針であります。 

営業債権である売掛金及びリース投資資産は，顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は，受注時における与信の管理等によってリスクの低減を図っております。一部には外貨建てのものがあり，為

替変動リスクに晒されておりますが，為替予約や外貨建資産・負債の分散等の対応をとっております。 

投資有価証券は主として株式であり，上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

営業債務である買掛金は，そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。  

借入金及び社債による調達資金の使途は運転資金であります。 

また，営業債務や借入金及び社債は流動性リスクに晒されていますが，当社は資金繰り計画を作成し，十分

な手許流動性を維持することで当該リスクを管理しております。また，当社は，外貨建ての営業債務を有してお

り為替変動リスクに晒されておりますが，為替予約や外貨建資産・負債の分散等の対応をとっております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2022 年６月 30 日における貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりであります。な

お，市場価格のない株式等（貸借対照表計上額 4,100 千円）は，「投資有価証券」に含めておりません。また，

現金は注記を省略しており，預金，売掛金，買掛金，未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

ることから，注記を省略しております。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額 

 (1) リース投資資産 23,153 22,774 378 

 (2) 投資有価証券 41,275 41,275 -  

 (3) 社債 

（１年以内償還予定の社債含む） 
(193,500) (193,222) △ 277 

 (4) 長期借入金 

（１年以内返済予定の長期借入金含む） 
(522,116) (521,384) △ 731 

(*) 負債に計上されているものについては，( )で示しております。 

 

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

金融商品の時価を，時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて，以下の3つのレベルに分

類しております。 

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 
 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には，それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち，時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため，その時価をレベ

ル1の時価に分類しております。 

 

リース投資資産 

これらの時価は，一定の期間ごとに区分した債権ごとに，債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利

率を基に割引現在価値法により算定しており，レベル2の時価に分類しております。 

 

社債及び長期借入金 

これらの時価は，元利金の合計額と，当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に，割引現在価値

法により算定しており，レベル2の時価に分類しております。  



１株当たり情報に関する注記 

 

１株当たり純資産額 367円98銭 

１株当たり当期純損失(△) △ 93円49銭 

 １株当たり当期純損失の算定上の基礎は，以下のとおりであります。 

１株当たり当期純損失  

当期純損失(△) △ 66,173 千円 

普通株主に帰属しない金額 － 

 普通株式に係る金額 △ 66,173 千円 

 普通株式の期中平均株式数 707,833 株 

希薄化効果を有しないため，潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
－ 

 

重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

  



附属明細書 

 

【有形固定資産及び無形固定資産の明細】 

（単位：千円）   

資産の種類 
期首 

帳簿価額 
当期増加額 当期減少額 当期償却額 

期末 
帳簿価額 

減価償却 
累計額 

期末 
取得原価 

有形固定資産        

 建物 1,545  -   -  943 601 5,972 6,574 

 車両運搬具 233 - - 233 0 2,877 2,877 

 工具，器具及び備品 290  -   -  96 193 7,369 7,563 

 土地 40,638 - - - 40,638 - 40,638 

有形固定資産計 42,707 - - 1,273 41,434 16,219 57,653 

無形固定資産 
       

電話加入権 183 - - - 183 - 183 

無形固定資産計 183 - - - 183 - 183 

 

【引当金の明細】 

該当事項はありません。 

  



【販売費及び一般管理費の明細】 

 （単位：千円）   

科  目 金  額 摘  要 

給 料 手 当 117,286  

賞 与 10,657  

役 員 報 酬 26,100  

法 定 福 利 費 22,970  

福 利 厚 生 費 659  

業 務 委 託 費 9,209  

広 告 宣 伝 費 6,221  

運 賃 1,330  

接 待 交 際 費 951  

会 議 費 831  

旅 費 交 通 費 13,493  

通 信 費 7,709  

消 耗 品 費 14,153  

修 繕 維 持 費 2,158  

水 道 光 熱 費 1,548  

新 聞 図 書 費 577  

諸 会 費 ・ 情 報 利 用 料 5,597  

支 払 手 数 料 9,436  

地 代 家 賃 18,691  

保 管 料 424  

賃 借 料 1,179  

銀 行 手 数 料 2,390  

保 険 料 2,050  

租 税 公 課 758  

減 価 償 却 費 1,273  

貸 倒 損 失 413  

計 278,073  

 

 

 

 

  



会計監査人の監査報告書（謄本） 

 

 

独立監査人の監査報告書 

2022年９月２日 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社 

取締役会  御中 

 

愛知県名古屋市 

代 表 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 富 田 昌 樹   

   
業務執行社員 公認会計士 小 室 豊 和   

 

 

 

 

 

 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジャパン・トゥエンティワン株式会

社の2021年７月１日から2022年６月30日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備

及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 



計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以  上  
  



 

監査等委員会の監査報告（謄本） 

2022 年９月２日 

 

監 査 等 委 員 会 監 査 報 告 

 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社監査等委員会 

委員長 社外取締役 荻野明仁 

委員 社外取締役 内藤 平 

委員 社外取締役 駒形友章 

 

 第 24 期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他取締役の職務の執行の監査につ

いて、次のとおり報告します。 

 

１．監査等委員会の監査の方法及びその内容 

 当監査等委員会は内部監査部門の調査に基づき各監査等委員が必要な調査を行い、その結果を監査等

委員会で報告及び協議して、監査を実施しました。 

具体的には、取締役会その他の重要会議に出席し、重要な決裁文書や報告に関する報告を受け、当社

の取締役及び内部監査担当者並びに会計監査人から、職務の執行状況並びに会計監査について定期的に

報告を受け、また、随時説明を求めました。 

会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関しては、会計監査人より

監査に関する品質管理基準（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等にしたがって整備している旨の

通知を受けました。 

なお、監査等委員荻野明仁、内藤平及び駒形友章は社外取締役です。 

 

２．監査の結果 

(1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく表示しているもの

と認めます。 

(2) 取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありま

せん。 

(3) 会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての取締役会の決議の内容は相

当であり、当該体制の運用状況につき指摘すべき事項はありません。  

(4) 会計監査人監査法人コスモスの監査の方法及び結果は相当です。 

 

以  上  

 

 


